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１ 制度の概要 
 
（１）目的 

   この貸付けは、他業種で働いていた者等であって、一定の研修等を修了し、障害福

祉分野に就労しようとする者に対し、障害福祉分野就職支援金（以下「就職支援金」

という。）を貸し付けることにより、福祉・介護人材の育成及び確保並びに定着を支援

することを目的としています。 
 
（２）実施主体 

社会福祉法人千葉県社会福祉協議会（以下、「県社協」という。） 
 
（３）貸付対象 

   以下のすべての要件を満たす方を対象とします。（詳細は P.４） 
 ア 次のいずれかの資格を有する方 
   ・介護福祉士 ・介護福祉士実務者研修修了者 ・介護職員初任者研修修了者 
   ・介護職員基礎研修修了者 ・訪問介護員（ホームヘルパー）１級課程修了者 
   ・訪問介護員（ホームヘルパー）２級課程修了者 
   ・居宅介護職員初任者研修修了者 ・障害者居宅介護従事者基礎研修修了者 
   ・重度訪問介護従事者養成研修修了者 

（基礎、統合及び行動障害支援いずれかの課程と応用を受講すること） 
   ・同行援護従事者養成研修修了者（基礎、応用を受講すること） 
   ・行動援護従事者養成研修修了者 
イ 他業種で働いていた方等であって、県内の障害福祉サービス事業所又は施設におい

て障害福祉職員として就職（又は内定）した方 
 ウ 再就職準備金、介護分野就職支援金の貸付けを受けたことがない方 
 
（４）貸付金額 

   ２０万円以内で１人１回限り、無利子とします。（詳細は P.５） 
 
（５）連帯保証人 

   申請にあたり連帯保証人を立てる必要があります。（詳細は P.５） 
 
（６）返還猶予 

   返還免除を受けるまでの間、県内において障害福祉職員の業務に従事している期間

は貸付金の返還を猶予することができます。（詳細は P.７） 
 
（７）返還免除 

   就職後、県内の障害福祉サービス事業所又は施設において、障害福祉職員の業務に

引き続き２年間従事した場合は、貸付金の返還を免除します。（詳細は P.８） 
 
（８）返還 

   貸付契約が解除されたとき、県内において障害福祉職員の業務に従事する意思がな

くなったとき等、所定の事由に該当した場合は、当該事由が生じた日の属する月の翌

月から貸付金を返還していただきます。（詳細は P.９） 
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２ 申請から返還免除までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                ※以下の場合はその都度届出が必要です。届出がない場合

貸付金返還となることがあります。（P.９） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

【申請】必要書類を整えて県社協へ提出（提出期限：就職後２か月以内）（P.６） 

【審査・貸付決定】県社協において貸付の可否を審査し、結果を申請者へ文書で通知 

【契約】貸付決定の場合、県社協から貸付決定者あてに借用証書が送付されるので、指定期限

（１４日以内）までに以下の書類を県社協へ提出（P.７） 

  ①借用証書 ②貸付金振込先の銀行口座の通帳の写し 

【資金の交付】借用証書に記載された口座に一括交付 

【返還猶予申請】就職後速やかに（概ね資金交付から１か月以内）以下の書類を県社協に提出

（未提出の場合は貸付金返還となります）（P.８） 

  ①返還猶予申請書（第５１号様式） ②業務従事届（第５０号様式） 

【返還猶予決定】県社協において返還猶予の可否を審査し、結果を申請者へ文書で通知 

【業務従事中】 

毎年４月に、前年度の勤務状況

について業務従事届（第５０号

様式）を提出（P.８） 
 
（未提出の場合は貸付金返還と 

なることがありますので、必ず

毎年提出してください。） 

①借受人又は連帯保証人の住所、氏名、連絡先、勤務先

などが変わったとき 

②借受人が勤務先を休職したとき 

③借受人が勤務先を退職したとき 

④借受人又は連帯保証人が死亡したとき など 
 
※状況により、事由発生の翌月から貸付金返還となります。（P.９） 

【返還免除申請】免除の要件（引き続き２年間県内で障害福祉職員の業務に従事）到達後、速やか

に以下の書類を県社協に提出（未提出の場合は貸付金返還となります。）（P.８） 

  ①返還免除申請書（第５３号様式） ②業務従事届（第５０号様式） 

【返還免除決定】県社協において返還免除の可否を審査し、結果を申請者へ文書で通知 

借用証書を返却 
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３ 申請 

 
（１）貸付対象 

ア 貸付対象者 

   以下の①から③までの要件の全てを満たしている方を貸付対象者とします。 
 
  ① 次のいずれかの資格を有している 
  ・介護福祉士  ・介護福祉士実務者研修修了者  ・介護職員初任者研修修了者 

・介護職員基礎研修修了者 ・訪問介護員（ホームヘルパー）１級 
・訪問介護員（ホームヘルパー）２級 
・居宅介護職員初任者研修修了者 ・障害者居宅介護従事者基礎研修修了者 

  ・重度訪問介護従事者養成研修修了者 
（基礎、統合及び行動障害支援いずれかの課程と応用を受講すること） 

  ・同行援護従事者養成研修修了者（基礎、応用を受講すること） 
  ・行動援護従事者養成研修修了者 
 
  ② 前職が障害福祉職員（※１）以外の業種であって、県内の障害福祉サービス事業所又

は施設に障害福祉職員として就労した若しくは就労予定（内定している）である 
   
  （※１）「障害福祉職員」とは、障害福祉サービス事業所又は施設等において、主たる業務が

利用者に直接サービスを提供する者 を指します。相談業務や施設長業務は含みません。 
 
   本貸付の対象となる事業所・施設 

居宅介護 障害児通所支援事業を行う施設 
重度訪問介護 盲ろうあ児施設 
同行援護 児童発達支援センター 
行動援護 肢体不自由児施設 
療養介護 障害児入所施設 
生活介護 重症心身障害児施設 
短期入所 知的障害児入所施設 
重度障害者包括支援 知的障害児通園施設 
就労継続支援 身体障障害者更生援護施設 
共同生活援助 障害者支援施設 
 児童デイサービスを行っている施設 

 
 
③ 本貸付を一度も利用したことがなく、また同種の貸付金（※２）を受けていない 

 
（※２）本資金と同様の目的を持つ他制度（生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金、その他

国庫補助事業等を活用した制度）との併用はできません。ただし使途によっては併用 

可能となる場合があります。 
介護分野就職支援金、再就職準備金の貸付を受けたことがある方は利用できません。 

 
  



5 
 

イ 貸付金額及び使途 
 
① 貸付金額は、２０万円と利用計画書に記載された額のいずれか少ない方の額としま

す。貸付回数は１人１回限りです。貸付利子は無利子です。 
※貸付決定額が５万円の場合、後日１５万円を追加申請することはできません。 
 

② 貸付対象経費の例は以下のとおりです。 
・子どもの預け先を探す際の活動費 
・介護に係る情報収集や講習会参加経費、参考図書の購入費 
・障害福祉職員として働く際に必要となる靴や道具又は当該道具を入れるや鞄等の

被服費 
・敷金、礼金又は転居費などの転居を伴う場合に必要な費用（見積書提出） 

    ※申請書提出後に転居した場合は、住所変更の届出（住民票を添付）を行ってください。 
・通勤用の自転車、バイク又は自動車の購入費 

   ※生活費は対象外です。（就職活動中の休業補償も対象外です。） 
   ※直接就職準備に結びつかない費用は対象外です。 
   ※領収書は申請書に添付する必要はありませんが、申請された金額が妥当であるか

確認するため提出を求める場合がありますので保管をお願いします。 
 
（２）連帯保証人 

以下の要件を満たす個人又は法人の連帯保証人を立てる必要があります。 
連帯保証人には借受人と連帯して債務を保証していただくこととなります。 
借受人が返還できない場合は、連帯保証人に返還していただくこととなります。 
 

ア 個人の場合（以下の要件を全て満たしていること） 
① 日本国内に居住する成年である 

  ② 申請日において７５歳以下である 
  ③ 年収１５０万円以上を有する ※源泉徴収票、確定申告書等の所得金額にて判断します 

④ 無収入や生活保護受給者等ではなく保証能力がある 
⑤ 日本国籍又は永住者の在留資格若しくは特別永住者等である 
⑥ 千葉県社会福祉協議会が実施する介護福祉士修学資金、社会福祉士修学資金、実務 
者研修受講資金、再就職準備金、介護分野就職支援金 、福祉系高校修学資金、生活 
福祉資金等の借受人等でない 
 

イ 法人の場合（以下の要件を全て満たしていること） 
① 申込者の就職先（内定含む）の施設等を運営する法人である 
② 保証能力を有する法人である 
（保証能力を確認するため、連帯保証額を上回る金額の預貯金等を有していることの確認、及び直近

２期間の財務分析などを行います。預貯金を有していても必ずしも審査に合致するとは限りません。

総合的に勘案し判断します。審査の結果、不承認となる場合もあります。） 
③ 法人の理事会又は取締役会において、連帯保証人になることを承認済である 

    ※貸付決定後に退職などにより借受人と法人の関係が変化し、又は関係がなくなったとして

も連帯保証人としての責務を負うこととなりますので、ご留意ください。 
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（３）必要書類 

以下の書類を申請書と一緒に県社協に提出（郵送可）してください。貸付可否の審査

は、全ての書類が不備なく整ってから行います。（様式及び記載例は P.１３） 
 

ア 連帯保証人が個人の場合 

 必要書類 申請者 連帯保証人 

１ 

障害福祉分野就職支援金貸付申請書(第４３号様式) 

印鑑登録証明書と同じ印を押してください。 

200 円の収入印紙を貼付し消印を押してください。 

◎ ◎ 

２ 利用計画書(第４４号様式) ◎  

３ 
雇用(内定)証明書(第４５号様式) 

就職先が証明するもの 
◎  

４ 資格証明書の写し ◎  

５ 
車検証の写し・通勤届写し 

 

自動車購入費 

申請者のみ 

◎ 

 

 

６ 個人情報の取扱いについて ◎ ◎ 

７ 
顔写真付き身分証明書の写し 

（運転免許証、パスポート、個人番号部分を消したマイナンバーカード等） 
◎ ◎ 

８ 
住民票（世帯全員分・個人番号未記載・申請日より３か月以内に発行された

原本） 
◎ ◎ 

９ 直近の所得金額を証する書類 
（源泉徴収票の写し、確定申告書（控）の写し等） 

就労中の方のみ 

◎ 
◎ 

10 在留カードの写し 表裏両面（日本国籍を有していない方のみ） ◎ ◎ 

11 
印鑑登録証明書 

(申請日より３か月以内に発行された原本で申請書の押印と同じもの） 
◎ ◎ 

 
 

イ 連帯保証人が法人の場合 （詳細は P.３６） 

上記１～１１に加え以下の書類が必要です。 

  ① 登記事項証明書（申請日より３か月以内に発行された原本） 

  ② 直近２年分の決算書の写し（総括分のみ） 

     

 

     
     
          

※提出期限までに直近計算書が完成していない場合は、完成済の年度で直近２年分の計算書類

を提出してください。後日、完成次第最新のものを提出いただくことがあります。 
 

③ 連帯保証人に関する法人としての決定が確認できる書類 

法人理事会議事録、取締役会議事録、（必要に応じて）連帯保証人承諾書 

④ 連帯保証確認書（様式は P.３９） 

⑤ 財務状況確認書（様式は P.４０） 

社会福祉法人 学校法人 医療法人/株式会社等 

ア 貸借対照表 ア 貸借対照表 ア 貸借対照表 

イ 資金収支計算書 イ 収支計算書 イ 損益計算書 

ウ 事業活動収支計算書 ウ 事業活動収支計算書  
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ウ 注意事項 

   ・記載内容を訂正する場合は、修正テープや修正液を使用せず、訂正箇所を二重線

で引いて訂正印を押印してください。 
 ・消せるボールペン等で記入しないでください。 
 ※必要書類に不備がある場合は書類を返却し、再度作成・提出していただく場合が 

あります。また、必要書類に不備・不足があった場合、申請者に連絡をとることが

あります。申請書には日中繋がりやすい電話番号をお書きください。また、申請者

本人と連絡がとれない場合、連帯保証人や勤務先（就職先）に電話をすることもあ

ります。 
   ※必要書類に事実と異なる記入や記入漏れがあった場合、貸付の可否を決定するこ

とができません のでご注意ください。また、貸付決定後に虚偽や不正が発覚した

場合、貸付契約は解除され直ちに全額返還いただくことになります。 
 

 

（４）申請期限（県社協必着日） 

 ア 令和６年２月１日～令和６年３月３１日に就職した方：令和６年５月３１日 
 イ 令和６年４月１日～令和７年１月３１日に就職した方：就職した日から２か月以内 
   ※令和６年度分の最終受付期限は令和７年２月２０日（必着）とします。 
   ※令和７年２月１日以降に就職した方は、令和７年度分の受付となります。 
 
４ 貸付 

（１）貸付決定・交付 

ア 審査の上貸付の可否を決定し、申請者及び連帯保証人あてに文書で通知します。 
貸付決定の場合は、借用証書により貸付契約を締結します。 
なお、借用証書ほか以下の①・②については、通知文書に記載された指定期限 
（１４日以内）までに簡易書留、特定記録郵便など追跡可能な方法で送付してくだ

さい。 
 

  ① 借用証書 
・借受人、連帯保証人、法定代理人がそれぞれ自署・押印してください。 
・収入印紙を貼付し消印を押してください。 

（１０万円以下は２００円、１０万円超２０万円以下は４００円） 
② 貸付金の振込先口座の通帳の写し 

（借受人名義の口座で、金融機関名、支店名、口座名義人氏名が記載されたページ） 
※通帳アプリ利用等により紙の通帳がない場合は、アプリの画面のコピー又はキャッシュ 
カードのコピーで差し支えありません。 

 
イ 貸付金は、契約書類受領後、借受人名義の口座へ一括交付します。 

 
５ 返還の猶予・免除 

（１）返還猶予申請 

  次のいずれかの事由に該当することについて申請があり、県社協会長が認めるとき
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は、その事由が継続する期間、貸付金の返還債務の履行を猶予します。 
   貸付金の交付を受けてから（又は就職してから）１か月以内に、必ず提出してくだ

さい。その後も、被災、心身の故障、休職、退職し求職活動中などの事情が生じた場

合は、その都度申請が必要です。申請が行われない場合及び申請内容が認められない

場合は、返還となります。 
・県内において障害福祉職員の業務に従事しているとき 
・災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき 
 

 ア 申請書類 
  ① 返還猶予申請書（第５１号様式）（様式及び記載例は P.３１，３２） 

② 業務従事届（第５０号様式）（様式及び記載例は P.２７～３０） 
③ 猶予申請の理由に応じて罹災証明書、医師の診断書などが必要になります。 

※医師の診断書は傷病名、療養期間が記載されたもの 

※出産・育児による休職の場合は母子手帳の表紙のコピー 

 イ 申請書類を審査の上返還猶予の可否を決定し、借受人に文書で通知します。 
 
 
 
 
 
 
 
（２）返還免除申請 

   次のいずれかの事由に該当することについて申請があり、県社協会長が認めるとき

は、貸付金の返還債務を免除します。 
・借受人が 障害福祉職員として就労した日から、県内において２年の間、引き続き障

害福祉職員の業務に従事したとき 
・障害福祉職員として従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に 

起因する心身の故障のため障害福祉職員として継続して従事することができなく 

なったとき 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【留意事項】 

・障害福祉職員の業務従事中は毎年４月に業務従事届（第５０号様式）を提出してください。 
（前年度の業務状況を証明するため、４月に提出してください。） 

・返還猶予期間中に退職し他の障害福祉サービス事業所に転職した場合は、変更届（第４８号

様式）及び業務従事届（第５０号様式）を速やかに提出してください。この場合、前の職場

と現在の職場の両方について、業務従事届を提出する必要があります。 

【留意事項】 

・「２年の間」とは、在職期間が通算７３０日以上、かつ業務従事日数が３６０日以上と   

します。 
・全国の国立障害者リハビリセンター、国立児童自立支援施設等において業務に従事する 

場合、又は法人における人事異動等により、貸付けを受けた者の意思によらず、県外に  

おいて業務に従事した期間については、勤務先の所在地が県外であっても上記の期間に 

算入します。 
・災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により業務に従事できない期間が生じた場合

（前記５（１）の返還猶予が認められている場合）は、上記の期間には算入しないものと

しますが、引き続き介護職員等の業務に従事しているものとして取り扱います。 
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 ア 申請書類 
  ① 返還免除申請書（第５３号様式）（様式は P.３４） 

② 業務従事届（第５０号様式）（様式及び記載例は P.２７～３０） 
   

 イ 申請書類を審査の上返還免除の可否を決定し、借受人及び連帯保証人あてに文書で

通知します。免除決定の場合は、借用証書及び印鑑登録証明書を返還します。 
 
 
（３）届出義務 

   借受人（連帯保証人）は、次に掲げる事情が発生した場合は、速やかに県社協へ   

届出が必要です。 
届出がない場合、借受人及び連帯保証人あてに文書・電話で提出依頼を行うほか、 

貸付金を返還いただく場合がありますのでご注意ください。 
 
 ア 借受人又は連帯保証人の住所・氏名・勤務先その他の重要な事項に変更があった  

とき 
  ① 住所・氏名・勤務先等変更届（第４８号様式）（様式は P.２５） 

  ② 変更を確認するための書類 
   ・住所変更の場合･･････住民票（３か月以内に発行された原本） 
   ・氏名変更の場合･･････戸籍謄本・抄本（３か月以内に発行された原本） 

※旧姓が表示されている住民票の原本、または書き換えが確認できる運転免許証のコピーでもでも可能 

   ・勤務先変更の場合････新旧両方の勤務先の業務従事届（第５０号様式） 
 
イ 貸付を辞退するとき 
 ① 辞退届（第４７号様式）（様式は P.２４） 

 ② （貸付金の交付を受けている場合）返還届（第５２号様式）（様式は P.３３） 
 
ウ 借受人が死亡したとき（親族又は連帯保証人は、借受人死亡届（第４９号様式）に事実を   

確認できる書面（除籍証明書又は死亡診断書の写し）を添えて届け出てください） 
 
６ 返還 

（１）返還の要件 
借受人が次のいずれかに該当した場合は、当該事由が生じた日の属する月の翌月 

から１２ヶ月以内の期間内に貸付金を返還していただきます。 
 
ア 貸付契約を解除されたとき（次章「７ 契約解除」参照） 
イ 県内において障害福祉職員の業務に従事する意思がなくなったとき 
ウ 障害福祉職員の業務外の事由で死亡し、又は心身の故障で業務に従事できなかった

とき 
エ 他の業種・職種へ転職したとき 
  （「他の業種・職種」とは、P.４の「障害福祉職員」以外の業種・職種を指します） 
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（２）返還手続き 

 ア 提出書類 
  ・返還届（第５２号様式）を速やかに提出してください。（様式は P.３３） 

・返還開始時期は、上記６（１）ア～エの事由が発生した翌月からとなります。 
返還届の提出が遅れた場合であっても、事由発生の翌月から返還開始となるため、 

延滞金が発生する場合がありますのでご注意ください。 
  ・所定の期限までに返還届が提出されない場合は、貸付金を一括で返還していただく

場合があります。 
 
 イ 返還方法 

・返還は、月賦、半年賦の均等払い、一括のいずれかとなります。 
・返還期間内に返還が完了しない場合は、延滞元金に対し、年３％の延滞利子を徴収 

します。 
 
７ 契約解除 

  次のいずれかに該当する場合は、貸付契約を解除します。契約解除された場合は、  

「６ 返還」のとおり貸付金を返還していただきます。 
ア 借受人から貸付辞退の申し出があったとき 
イ 施設、事業所からの採用（内定）が取り消しになったとき 
ウ 採用（内定）を辞退したとき 
エ 死亡や心身の故障により、障害福祉職員の業務に従事できなくなったとき 
オ 虚偽や不正の方法により貸付を受けたことが判明したとき 
カ その他貸付事業の目的を達成する見込みがなくなったとき 
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８ よくある質問 

 
（１）貸付申請 
 
 Ｑ１ 前職が障害福祉施設で「見守り業務」だった。このたび別の障害福祉サービス  

事業所に就職したが障害福祉分野就職支援金の対象となるか。 
 Ａ１ 見守りや指導など、身体的な介助をしない業務内容も「サービス利用者に直接  

サービスを提供すること」となり「障害福祉職員の業務」と捉えるため、対象外と

なります。 
 
 Ｑ２ 前職が福祉関係の「相談業務」だった場合は、対象となるか。 
 Ａ２ 相談業務は「障害福祉職員の業務」に含まれないため、対象となります。 
 
 Ｑ３ 過去に障害福祉職員の業務経験はあるが、前職は別の業種で働いていた。この  

たび障害福祉施設への就職が決まったが、貸付対象となるか。 
 Ａ３ 前職が「障害福祉職員の業務」以外であれば、対象となります。 

 
Ｑ４ 子どもの預け先を探す際の活動費は、電車賃等交通費も認めてもらえるのか。 
Ａ４ 貸付対象となります。 

 
 Ｑ５ 就職後、給料をもらうまでの生活が厳しいのですが、家賃に充てられますか。 
 Ａ５ 生活費は貸付対象外となります。 
 
 Ｑ６ 以前、介護分野就職支援金の貸付を受けて、既に返還免除となっています。 
    障害福祉分野就職支援金の申請はできますか。 
 Ａ６ 過去に介護分野就職支援金の貸付を受けたことがある場合は、返還免除（又は  

完済）であっても障害福祉分野就職支援金の貸付を受けることはできません。 
 
（２）貸付金の送金 
 
 Ｑ１ 貸付決定になった場合に貸付金はどのような形で送金されますか。 
  Ａ１ 貸付決定後に借用証書により契約を交わした後、指定の口座に送金をします。 
    送金は貸付決定から１か月程度で着金となります。 

詳細については県社協までお問い合わせください。 
 
（３）貸付金の返還 
 
  Ｑ１ 障害福祉分野就職支援金は、就職後に２年間業務に従事すれば、返済しなくても

よいと思いますが、どのような場合に返還となるのですか。 
  Ａ１ 千葉県内で障害福祉職員の業務に就職後、２年間その業務に従事できなくなった

場合等（別の業務に転職した場合等）は返還となります。 
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Ｑ２ 返還決定後に計画のとおりに返済しなかった場合は、どのようになりますか。 
Ａ２ 返還期限を過ぎると、残元金に対して３％の延滞利子が発生します。 
 

（４）業務状況の届出 
 

Ｑ１ 業務状況については毎年報告する必要がありますか。 
  Ａ１ 業務従事届（現況報告書・業務従事期間証明書）（第５０号様式）は以下の①～③

の時期に提出してください。 
① 貸付金の交付を受けてから１か月以内（返還猶予申請書と一緒に提出） 
② ３月末までの状況について、４月末まで（返還免除の要件を満たすまで毎年） 
③ ①②以外で転職等により従事先が変わったとき（変更届と一緒に提出） 
提出がない場合は、貸付金を返還していただく場合もあります。 

 
Ｑ２ 障害福祉職員の業務に従事していましたが、半年後に退職してしまいました。  

何か手続きは必要ですか。 
Ａ２ 退職後速やかに以下の書類を提出してください。 

・住所・氏名・勤務先等変更届（第４８号様式） 
・業務従事届（現況報告書・業務従事期間証明書）（第５０号様式） 
 ※退職までの業務従事状況の証明が必要です。 
 
なお、次の指定業務の仕事が未定で就職活動をする場合は、求職活動を理由とする 
・返還猶予申請書（第５１号様式）も必要です。 
 
また、障害福祉職員の業務以外の職種に転職する場合は、貸付金を返還していただ

くこととなります。その場合は、上記の第４８号様式及び第５０号様式と併せて 
・返還届（第５２号様式）の提出も必要です。 

 
Ｑ３ 転職の際、再就職までに時間がかかってしまった場合はどうなりますか。 
Ａ３ １か月以上期間が開いた場合は、免除到達までの期間もその分伸びることとなり

ます。なお、求職活動による猶予は最大１年間とし、１年以内に再就職できなかっ

た場合は全額返還となります。 
 
 Ｑ４ ダブルワークで障害福祉職員の業務に従事しています。同じ日に２か所の事業所

で勤務した場合、勤務日数を２日と数えることはできますか。 
 Ａ４ 勤務日が重複している場合は１日となります。２日と数えることはできません。 
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９ 様式・記載例  
 

使用するとき 様式番号 様式名 ページ 

貸付申請するとき 第 43号様式 
障害福祉分野就職支援金貸付申請書 １４ 

（記載例） １７ 

貸付申請するとき 第 44号様式 利用計画書 ２０ 

貸付申請するとき 別紙 個人情報の取扱いについて ２１ 

貸付申請するとき 第 45号様式 雇用(内定) 証明書 ２３ 

貸付契約するとき 第 46号様式 借用証書 － 

貸付を辞退するとき 第 47号様式 辞退届 ２４ 

借受人及び連帯保証人の住

所・氏名・連絡先・勤務先等

の変更があったとき 

第 48号様式 住所・氏名・ 勤務先等変更届 ２５ 

借受人が死亡したとき 第 49号様式 借受人死亡届 ２６ 

・返還猶予の申請をするとき 

・毎年の従事状況を報告する

とき 

・勤務先の変更があったとき 

・休職又は退職したとき 

・返還免除の申請をするとき 

第 50号様式 

業務従事届 

(現況報告書・業務従事期間証明書) 
２７ 

（記載例） ２９ 

返還猶予の申請をするとき 第 51号様式 
返還猶予申請書 ３１ 

（記載例） ３２ 

・貸付辞退するとき(交付済

の場合) 

・貸付金を返還するとき 

第 52号様式 返還届 ３３ 

・返還免除の申請をするとき 第 53号様式 返還免除申請書 ３４ 

【参考】 － 各届出手続きについて ３５ 

【参考】 － 
法人が連帯保証人となる場合の要件等

確認票 
３６ 

貸付申請するとき 

（法人保証の場合のみ使用） 
別紙 

連帯保証人承諾書 

※理事会等の議事録の提出ができない場合、
及び議事録に個々の貸付対象者名・金額が
記載されていない場合に使用 

３８ 

貸付申請するとき 

（法人保証の場合のみ使用） 
別紙 連帯保証確認書 ３９ 

貸付申請するとき 

（法人保証の場合のみ使用） 
別紙 財務状況確認書 ４０ 
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法人が連帯保証人となる場合の要件等確認票 

(障害福祉分野就職支援金) 

 
要 件 

（１）次の法人であること 

   申込者の就業先（内定先含む）が、障害福祉職員の業務に従事したことによる返還免除の

対象となる場合に、その施設等を運営する法人 

（２）保証能力を有する法人であること 

・当期純利益が２期以上連続で赤字でないこと（特別な理由がある場合を除く） 

・純資産（資産合計-負債合計）がマイナスとなっていないこと 

その他、流動比率が 1０0％を超えているかや、連帯保証額に対して十分な現預金を保有

しているかなどを総合的に判断して、審査を実施します。 

（３）法人として連帯保証すること 

障害福祉分野就職支援金の連帯保証人となることを、法人の理事会、取締役会において承

認していることを、理事会の議事録、取締役会議録で確認します。 

提出書類について 

（１）登記事項証明書について（発行から３ヶ月以内のもの） 
（２）決算書について 

  ①提出は統括分のみ２年分です。拠点別・事業別明細は含みません。なお、３月決算の会社

で提出期限までに直近計算書の作成が完了していない場合は完成している年度で２年分

の計算書類をご提出ください。※その後の審査によっては、完成次第最新のものをいただ

く場合があります。 

  ②法人登記後間もないなどの理由であっても、２年分の決算書が提出できない場合は連帯 

保証人になることはできません。 

 

（３）連帯保証に関する法人としての決定が確認できる書類について 

  ①理事会または取締役会において、申請者が千葉県社会福祉協議会の障害福祉分野就職支

援金貸付○○万円借入申込の連帯保証人となることが法人として承認を得たことが明示

された議事録を提出してください。 

  ②複数人の連帯保証人となる場合には、個々の貸付対象者名や貸付金額を明示しているの

が望ましいですが、貸付資金名と連帯保証する上限額の記載があれば可とします。その場

合は「連帯保証人承諾書」（様式あり）を併せて提出してください。 

  ③申請前に、理事会等が開催できずに、申請時に議事録の提出ができない場合には、「連帯

保証人承諾書」（様式あり）を提出し、理事会等開催後速やかに議事録を提出してくださ

い。

社会福祉法人 学校法人 医療法人/株式会社等 

ア 貸借対照表 ア 貸借対照表 ア 貸借対照表 

イ 資金収支計算書 イ 収支計算書 イ 損益計算書 

ウ 事業活動収支計算書 ウ 事業活動収支計算書  

( 別 紙 ) 
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（４）連帯保証確認書について 

  ①「連帯保証確認書」に法人が連帯保証人となっている貸付金の債権をすべて記入してくだ

さい。すべての資金を記入してください。 

  ②連帯保証する貸付金が１件のみでも提出が必要です。 

（５）財務状況確認書について 

  ①すべての法人が提出してください。 

  ②提出した直近の計算書類とそれ以後の現在までの財務状況について、申告ください。 

 

 

添

付

書

類 

チェック 申請者並びに連帯保証人が本申請書と併せて添付する書類 

□ 登記事項証明書（発行から３ヶ月以内） 

□ 直近２年分の決算書の写し（統括分のみ） 

□ 法人が連帯保証をすることの決定が確認できる書類 （法人理事会議事録、取締役会議事録） 

□ 連帯保証確認書 

□ 財務状況確認書 
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( 別 紙 ) 

（介護福祉士修学資金等貸付事業法人連帯保証用） 

連帯保証人承諾書 
年   月   日 

社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 会長 様 
 
 

法人の名称 
法人代表者職氏名            印 

所在地〒 
連絡先電話番号 
（担当者名：        ） 

 
 

資金名  

申込者氏名  

貸付金額 

（借入希望金額） 

 
 

申込者との関係 
□  

□ 
 

 
本様式を使用する理由（□のいずれかを☑し、）必要事項を記載してください。 
 
 □申請前に理事会等を開催できずに、議事録の提出ができない。 
  理事会の開催予定           年  月  日 
  議事録等提出予定           年  月  日 
 
 □法人として連帯保証人になることを承諾している旨が記載された議事録を提出するが  
  個々の貸付内容の明示がない。 
  承諾した理事会等の開催年月日     年  月  日 
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( 別 紙 ) 

（介護福祉士修学資金等貸付事業法人連帯保証用） 

連帯保証確認書 
年   月   日 

社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 会長 様 
 
 

法人の名称 
法人代表者職氏名            印 

所在地〒 
連絡先電話番号 
（担当者名：        ） 

 
当法人は下記の貸付の連帯保証人になっていることを申し出します。 
 

貸付番号 借受人氏名 貸付期間 現在の状況 金額（円） 
  

 
  

円 

  
 

  
円 

  
 

  
円 

  
 

  
円 

  
 

  
円 

  
 

  
円 

  
 

  
円 

                         累計保証額 
円 

※現在の状況欄には借受人の現在の状況をご記入ください。 
（例）申請中、在学中、返還猶予中（養成施設卒業後業務従事中） 
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( 別 紙 ) 

（障害福祉分野就職支援金貸付事業法人連帯保証用） 

財務状況確認書 
年   月   日 

社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 会長 様 
 
 

法人の名称 
法人代表者職氏名            印 

所在地〒 
連絡先電話番号 
（担当者名：        ） 

 
財務状況について、下記のとおり申し出ます。（□のいずれかを☑してください。） 
 
□ 提出した直近の計算書類とそれ以降の現在までに経営状況に影響を与えるような事

象はない 
□ 提出した直近の計算書類とそれ以降の現在までに経営状況に影響を与えるような事

象がある 
「事象がある」に☑した場合、その内容と金額を記載してください。 

 

 


